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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
(a)少なくとも1種の液体脂肪成分;
(b)少なくとも1種の固体脂肪成分;
(c)12から17のHLB値を有する少なくとも1種の非イオン性界面活性剤;
(d)少なくとも1種の両性界面活性剤;及び
(e)少なくとも1種の酸化剤
を含み、
(a)液体脂肪成分及び(b)固体脂肪成分の全量が、組成物の全重量に対して、30から60重量
%であり、
(a)液体脂肪成分の量/(b)固体脂肪成分の量の重量比Aが3以下であり、
(b)固体脂肪成分の量が、組成物の全重量に対して、10から20重量%であり、
(c)12から17のHLB値を有する非イオン性界面活性剤の量が、組成物の全重量に対して、0.
01から2.5重量%である、
ケラチン繊維のための化粧用組成物。
【請求項２】
　(a)液体脂肪成分及び(b)固体脂肪成分の全量が、組成物の全重量に対して、40から55重
量%である、請求項1に記載の化粧用組成物。
【請求項３】
　(d)両性界面活性剤の量が、0.01重量%から3重量%である、請求項1又は2に記載の化粧用
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組成物。
【請求項４】
　(a)液体脂肪成分が、周囲温度において大気圧下で液体である、動物又は植物起源の油
、鉱物油、合成油、シリコーン油及び炭化水素からなる群から選択される、請求項1から3
のいずれか一項に記載の化粧用組成物。
【請求項５】
　(b)固体脂肪成分が、周囲温度において大気圧下で固体である、動物又は植物起源の脂
肪、鉱物脂、合成脂肪、シリコーン化合物及び炭化水素からなる群から選択される、請求
項1から4のいずれか一項に記載の化粧用組成物。
【請求項６】
　(c)12から17のHLB値を有する非イオン性界面活性剤が、12から17のHLB値を有する、ポ
リエトキシル化、ポリプロポキシル化又はポリグリセロール化されておりかつ少なくとも
1つの脂肪鎖を有するアルコール、α-ジオール、及びアルキルフェノール;エチレンオキ
シド及び/又はプロピレンオキシドのコポリマー;エチレンオキシド及び/又はプロピレン
オキシドと脂肪アルコールの縮合物;ポリエトキシル化脂肪アミド;ポリグリセロール化脂
肪アミド;ソルビタンのエトキシル化脂肪酸エステル;スクロースの脂肪酸エステル; 天然
起源のエトキシル化油;ポリエチレングリコールの脂肪酸エステル;(C6～C24)アルキルポ
リグリコシド;N-(C6～C24)アルキルグルカミン誘導体;アミンオキシド;並びにN-(C10～C1
4)アシルアミノプロピルモルホリンオキシドからなる群から選択される、請求項1から5の
いずれか一項に記載の化粧用組成物。
【請求項７】
　(c)12から17のHLB値を有する非イオン性界面活性剤が、12から17のHLB値を有する、エ
チレンオキシド及び/又はプロピレンオキシドと脂肪アルコールの縮合物から選択される
、請求項1から6のいずれか一項に記載の化粧用組成物。
【請求項８】
　(d)両性界面活性剤が、ベタイン及びアミドアミンカルボキシル化誘導体から選択され
る、請求項1から7のいずれか一項に記載の化粧用組成物。
【請求項９】
　(d)両性界面活性剤が、(C8～C24)アルキルベタイン、(C8～C24)アルキルアミド(C1～C8
)アルキルベタイン、スルホベタイン、(C8～C24)アルキルアミド(C1～C8)アルキルスルホ
ベタイン、(C8～C24)-アルキルアンホモノアセテート、(C8～C24)アルキルアンホジアセ
テート、(C8～C24)アルキルアンホモノプロピオネート、(C8～C24)アルキルアンホジプロ
ピオネート及びホスホベタインからなる群から選択される、請求項1から8のいずれか一項
に記載の化粧用組成物。
【請求項１０】
　(e)酸化剤が、過酸化水素である、請求項1から9のいずれか一項に記載の化粧用組成物
。
【請求項１１】
　(f)12未満のHLB値を有する少なくとも1種の非イオン性界面活性剤を更に含む、請求項1
から10のいずれか一項に記載の化粧用組成物。
【請求項１２】
　(f)12未満のHLB値を有する非イオン性界面活性剤の量が、組成物の全重量に対して、1
から10重量%である、請求項11に記載の化粧用組成物。
【請求項１３】
　(f)12未満のHLB値を有する非イオン性界面活性剤が、12未満のHLB値を有する、ポリエ
トキシル化、ポリプロポキシル化又はポリグリセロール化されておりかつ少なくとも1つ
の脂肪鎖を有するアルコール、α-ジオール、アルキルフェノール又は脂肪酸;エチレンオ
キシド及び/又はプロピレンオキシドのコポリマー;エチレンオキシド及び/又はプロピレ
ンオキシドと脂肪アルコールの縮合物;ポリエトキシル化脂肪アミド;ポリグリセロール化
脂肪アミド;ポリエトキシル化脂肪アミン;ソルビタンのエトキシル化脂肪酸エステル;天
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然起源のエトキシル化油;スクロースの脂肪酸エステル;ポリエチレングリコールの脂肪酸
エステル;C2～C3ポリオールの脂肪酸モノ又はジエステル;(C6～C24)アルキルポリグリコ
シド;N-(C6～C24)アルキルグルカミン誘導体;アミンオキシド;並びにN-(C10～C14)アシル
アミノプロピルモルホリンオキシドからなる群から選択される、請求項11又は12に記載の
化粧用組成物。
【請求項１４】
　(f)12未満のHLB値を有する非イオン性界面活性剤が、12未満のHLB値を有する、エチレ
ンオキシド及び/又はプロピレンオキシドと脂肪アルコールの縮合物から選択される、請
求項11から13のいずれか一項に記載の化粧用組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、毛髪等のケラチン繊維のための化粧用組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　化粧料において、ケラチン繊維の、特に毛髪等のヒトのケラチン繊維の染色、脱色又は
長時間持続する変形の領域では、酸化組成物が使用される。
【０００３】
　したがって、毛髪の酸化染色においては、酸化組成物を、それ自体は無色の酸化染料(
ベース及びカップラー)と混合して、酸化的縮合プロセスによってカラーリングされた化
合物及びカラーリング用化合物が生成される。酸化組成物はまた、カラーリングされた及
びカラーリング用の特定の直接染料と混合された毛髪の直接染色においても使用されて、
毛髪を明るくする効果を有する着色を得ることができる。ケラチン繊維の染色のために通
常使用される酸化剤としては、過酸化水素、過酸化尿素等の加水分解によって過酸化水素
を生成することができる化合物を挙げることができる。過ホウ酸塩及び過硫酸塩等の過酸
塩もまた使用することができる。より特定すれば、過酸化水素が好ましい。
【０００４】
　酸化染料を含有するこの組成物はまた、アルカリ剤(アミン又はアンモニア)も含有する
ことができる。この組成物は、その後、使用時に過酸化水素の水性組成物と混合される。
【０００５】
　これらの組成物はまた、アルカリ化合物(アミン及びケイ酸アルカリ)、並びに、アンモ
ニウム又はアルカリ金属の過硫酸塩、過ホウ酸塩又は過炭酸塩等の過酸化された試薬を含
有する無水物製品から形成されることも可能であり、これは、使用するときに過酸化水素
の水性組成物で希釈される。
【０００６】
　毛髪の長時間持続する変形においては、第一に、適した還元剤を含有する組成物を使用
してケラチン(シスチン)のジスルフィド結合-S-S-を開裂し(還元段階)、次いで、このよ
うに処理した毛髪をすすいだ後、第二に、事前に張力(カーラー等)下においた毛髪上に酸
化組成物を塗布することによってジスルフィド結合を再構成し(酸化段階、固定とも呼ば
れる)、その結果、最終的に毛髪に所望の形態を与える。この技術は、毛髪のウェーブ形
成又はストレート形成のいずれかを行うことを可能にする。ウォーターウェーブ等の一時
的なウェーブ形成の単純な従来技術とは対照的に、上述した化学的処理によって毛髪に与
えられる新しい形状は、極めて長時間持続し、水又はシャンプーによる洗浄作用に対して
著しく耐性がある。
【０００７】
　固定段階の塗布のために必要とされる酸化組成物は、一般に過酸化水素に基づく組成物
である。
【０００８】
　ケラチン繊維の染色及び/又は脱色及び/又はパーマネント変形のための酸化組成物中へ
の多量の油性化合物の導入は、活性成分の有効性を改善することを可能にする。
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【０００９】
　しかしながら、酸化組成物中への多量の油性化合物の導入は、組成物を不安定にし、こ
れにより数日後に相分離が起こる。
【００１０】
　例えば、US2010158844は、化粧品として許容される媒体中に、脂肪アルコール;オキシ
アルキレン化脂肪アルコール;酸化剤;及び組成物の全重量に対して少なくとも10重量%の
、脂肪アルコール以外の油を含み、脂肪アルコール/オキシアルキレン化脂肪アルコール
重量比が5以下である、ケラチン繊維の処理のための組成物を記載している。この酸化組
成物では、特に脱色効力及び/又は使用の容易さの点から、総合的な満足が得られない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】US2010158844
【特許文献２】欧州特許出願公開EP-A-566438
【特許文献３】仏国特許第FR-2,739,556号
【特許文献４】米国特許第2,528,378号
【特許文献５】米国特許第2,781,354号
【特許文献６】英国特許第1,026,978号
【特許文献７】英国特許第1,153,196号
【特許文献８】独国特許第2 359 399号
【特許文献９】日本特許第88-169571号
【特許文献１０】日本特許第91-10659号
【特許文献１１】特許出願公開WO 96/15765
【特許文献１２】特許出願FR-A-2 750 048
【特許文献１３】独国特許第3 843 892号
【特許文献１４】独国特許第4 133 957号
【特許文献１５】特許出願WO 94/08969
【特許文献１６】WO 94/08970
【特許文献１７】FR-A-2 733 749
【特許文献１８】DE 195 43 988
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】「Handbook of Surfactants」、M.R.Porter、Blackie&Son出版(グラス
ゴー及びロンドン)、1991年、116～178頁
【非特許文献２】CTFA辞典、第3版、1982
【非特許文献３】CTFA辞典、第5版、1993
【非特許文献４】CTFA辞典、第9版、2002
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、毛髪等のケラチン繊維のための化粧用組成物の美容性能、例えば、効
率的なカラーリング、脱色又はパーマを良好に維持しながら、別の、臭い及び安全性限界
を引き起こすことなく、経時的に安定な化粧用の酸化性組成物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の上記の目的は、
(a)少なくとも1種の液体脂肪成分;
(b)少なくとも1種の固体脂肪成分;
(c)12から17のHLB値を有する少なくとも1種の非イオン性界面活性剤;
(d)少なくとも1種の両性界面活性剤;及び
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(e)少なくとも1種の酸化剤
を含み、
(a)液体脂肪成分及び(b)固体脂肪成分の全量が、組成物の全重量に対して、30から60重量
%であり、
(a)液体脂肪成分の量/(b)固体脂肪成分の量の重量比Aが3以下であり、
(b)固体脂肪成分の量が、組成物の全重量に対して、10から20重量%であり、
(c)12から17のHLB値を有する非イオン性界面活性剤の量が、組成物の全重量に対して、0.
01から2.5重量%である、
ケラチン繊維のための化粧用組成物によって達成することができる。
【００１５】
　(a)液体脂肪成分及び(b)固体脂肪成分の全量は、組成物の全重量に対して、40から55重
量%であることが好ましい。
【００１６】
　(d)両性界面活性剤の量は、組成物の全重量に対して、0.01から3.0重量%であることが
好ましい。
【００１７】
　(a)液体脂肪成分は、周囲温度(25℃)において大気圧(105Pa)下で液体である、動物又は
植物起源の油、鉱物油、合成油、シリコーン油及び炭化水素からなる群から選択すること
ができる。
【００１８】
　(b)固体脂肪成分は、周囲温度(25℃)において大気圧(105Pa)下で固体である、動物又は
植物起源の脂肪、鉱物脂、合成脂肪、シリコーン化合物及び炭化水素からなる群から選択
することができる。
【００１９】
　(c)12から17のHLB値を有する非イオン性界面活性剤は、12から17のHLB値を有する、ポ
リエトキシル化、ポリプロポキシル化又はポリグリセロール化されておりかつ少なくとも
1つの脂肪鎖を有するアルコール、α-ジオール、及びアルキルフェノール;エチレンオキ
シド及び/又はプロピレンオキシドのコポリマー;エチレンオキシド及び/又はプロピレン
オキシドと脂肪アルコールの縮合物;ポリエトキシル化脂肪アミド;ポリグリセロール化脂
肪アミド;ソルビタンのエトキシル化脂肪酸エステル;スクロースの脂肪酸エステル;天然
起源のエトキシル化油;ポリエチレングリコールの脂肪酸エステル; (C6～C24)アルキルポ
リグリコシド;N-(C6～C24)アルキルグルカミン誘導体;アミンオキシド;N-(C10～C14)アシ
ルアミノプロピルモルホリンオキシドからなる群から選択することができる。
【００２０】
　(c)12から17のHLB値を有する非イオン性界面活性剤は、12から17のHLB値を有する、エ
チレンオキシド及び/又はプロピレンオキシドと脂肪アルコールの縮合物から選択される
ことが好ましい。
【００２１】
　(d)両性界面活性剤は、ベタイン及びアミドアミンカルボキシル化誘導体から選択する
ことができる。
【００２２】
　(d)両性界面活性剤は、(C8～C24)アルキルベタイン、(C8～C24)アルキルアミド(C1～C8
)アルキルベタイン、スルホベタイン、(C8～C24)アルキルアミド(C1～C8)アルキルスルホ
ベタイン、(C8～C24)-アルキルアンホモノアセテート、(C8～C24)アルキルアンホジアセ
テート、(C8～C24)アルキルアンホモノプロピオネート、(C8～C24)アルキルアンホジプロ
ピオネート及びホスホベタインからなる群から選択されることが好ましい。
【００２３】
　(e)酸化剤は、過酸化水素であってもよい。
【００２４】
　本発明の化粧用組成物は、(f)12未満のHLB値を有する少なくとも1種の非イオン性界面
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活性剤を更に含んでもよい。
【００２５】
　(f)12未満のHLB値を有する非イオン性界面活性剤の量は、組成物の全重量に対して、1
から10重量%であってよい。
【００２６】
　(f)12未満のHLB値を有する非イオン性界面活性剤は、12未満のHLB値を有する、ポリエ
トキシル化、ポリプロポキシル化又はポリグリセロール化されておりかつ少なくとも1つ
の脂肪鎖を有するアルコール、α-ジオール、アルキルフェノール又は脂肪酸;エチレンオ
キシド及び/又はプロピレンオキシドのコポリマー;エチレンオキシド及び/又はプロピレ
ンオキシドと脂肪アルコールの縮合物;ポリエトキシル化脂肪アミド;ポリグリセロール化
脂肪アミド;ポリエトキシル化脂肪アミン;ソルビタンのエトキシル化脂肪酸エステル;天
然起源のエトキシル化油;スクロースの脂肪酸エステル;ポリエチレングリコールの脂肪酸
エステル;C2～C3ポリオールの脂肪酸モノ又はジエステル;(C6～C24)アルキルポリグリコ
シド;N-(C6～C24)アルキルグルカミン誘導体;アミンオキシド;並びにN-(C10～C14)アシル
アミノプロピルモルホリンオキシドからなる群から選択することができる。
【００２７】
　(f)12未満のHLB値を有する非イオン性界面活性剤は、12から17のHLB値を有する、エチ
レンオキシド及び/又はプロピレンオキシドと脂肪アルコールの縮合物から選択されるこ
とが好ましい。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明者らは鋭意検討の結果、アンモニア以外のアルカリ剤を含み、他の化粧用組成物
と組み合わせて使用することができるケラチン繊維を酸化するための化粧用組成物を改善
して、ケラチン繊維をカラーリングする又は脱色する又はパーマをかける美容性能を向上
させることができることを見出した。
【００２９】
　本発明によれば、毛髪等のケラチン繊維を酸化するための化粧用組成物の改善は、化粧
用組成物中の成分の種類及び量の特定の条件によって達成することができる。
【００３０】
　したがって、本発明の化粧用組成物は、
(a)少なくとも1種の液体脂肪成分;
(b)少なくとも1種の固体脂肪成分;
(c)12から17のHLB値を有する少なくとも1種の非イオン性界面活性剤;
(d)少なくとも1種の両性界面活性剤;及び
(e)少なくとも1種の酸化剤
を含み、
(a)液体脂肪成分及び(b)固体脂肪成分の全量が、組成物の全重量に対して、30から60重量
%であり、
(a)液体脂肪成分の量/(b)固体脂肪成分の量の重量比Aが3以下であり、
(b)固体脂肪成分の量が、組成物の全重量に対して、10から20重量%であり、
(c)12から17のHLB値を有する非イオン性界面活性剤の量が、組成物の全重量に対して、0.
01から2.5重量%である、
ことを特徴とする。
【００３１】
　以下に、本発明の化粧用組成物を更に詳細に説明する。
【００３２】
　(1)脂肪成分
　本発明の化粧用組成物は、少なくとも1種の液体脂肪成分及び少なくとも1種の固体脂肪
成分を含む。
【００３３】
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　ここで、「液体」及び「固体」は、脂肪成分がそれぞれ、周囲温度(25℃)において大気
圧(760mmHg又は105Pa)下で、液体若しくはペースト(非固体)又は固体の形態であることを
意味する。
【００３４】
　本発明の範囲において、脂肪成分は、ポリアルコキシル化(ポリエトキシル化又はポリ
オキシプロピレン化)、ポリグリセロール化化合物、及び、モノ又はジグリセリド等の界
面活性剤とは異なることに留意しなければならない。
【００３５】
　液体脂肪成分は、それらが周囲温度において大気圧下で液体であるという条件で、動物
又は植物起源の油、鉱物油、動物又は植物油以外のエステル油及び人工トリグリセリド等
の合成油、シリコーン油並びに炭化水素、特に脂肪族炭化水素からなる群から選択するこ
とができる。これらの油は揮発性であっても又は不揮発性であってもよい。
【００３６】
　固体脂肪成分は、それらが周囲温度において大気圧下で固体であるという条件で、動物
又は植物起源の脂肪、鉱物脂、動物又は植物脂以外の脂肪エステル及び人工トリグリセリ
ド等の合成脂肪、シリコーン化合物並びに炭化水素、特に脂肪族炭化水素からなる群から
選択することができる。
【００３７】
　炭化水素油の例として、例えば、直鎖又は分枝炭化水素、例えば、鉱物油(例えば、流
動パラフィン)、パラフィン、ワセリン又はペトロラタム、ナフタレン等;水添ポリイソブ
テン、イソエイコサン及びデセン/ブテンコポリマー;並びにそれらの混合物を挙げること
ができる。
【００３８】
　シリコーン油の例として、例えば、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロ
キサン、メチルハイドロジェンポリシロキサン等の直鎖オルガノポリシロキサン;オクタ
メチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシク
ロヘキサシロキサン等の環状オルガノポリシロキサン;及びそれらの混合物を挙げること
ができる。
【００３９】
　植物油の例として、例えば、亜麻仁油、ツバキ油、マカダミアナッツ油、トウモロコシ
油、ミンク油、オリーブ油、アボカド油、サザンカ油、ヒマシ油、紅花油、ホホバ油、ヒ
マワリ油、アーモンド油、菜種油、ゴマ油、ダイズ油、ピーナッツ油、及びそれらの混合
物を挙げることができる。
【００４０】
　動物油の例として、例えば、スクアレン及びスクアランを挙げることができる。
【００４１】
　エステル油の例として、例えば、アジピン酸ジイソプロピル、アジピン酸ジオクチル、
ヘキサン酸2-エチルヘキシル、ラウリン酸エチル、オクタン酸セチル、オクタン酸オクチ
ルドデシル、ネオペンタン酸イソデシル、プロピオン酸ミリスチル、2-エチルヘキサン酸
2-エチルヘキシル、オクタン酸2-エチルヘキシル、カプリル酸/カプリン酸2-エチルヘキ
シル、パルミチン酸メチル、パルミチン酸エチル、ラウリン酸イソヘキシル、ラウリン酸
ヘキシル、ステアリン酸イソセチル、イソステアリン酸イソプロピル、ミリスチン酸イソ
プロピル、オレイン酸イソデシル、トリ(2-エチルヘキサン酸)グリセリル、テトラ(2-エ
チルヘキサン酸)ペンタエリスリチル(pentaerythrithyl tetra(2-ethylhexanoate))、コ
ハク酸2-エチルヘキシル、セバシン酸ジエチル、及びそれらの混合物を挙げることができ
る。
【００４２】
　脂肪成分は、少なくとも1種の脂肪酸であってよい。2種以上の脂肪酸を使用してもよい
。脂肪酸は、飽和又は不飽和であってよく、6から30個の炭素原子、特に9から30個の炭素
原子を含有してもよい。脂肪酸は、より特定すれば、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステ
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アリン酸、ベヘニン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸及びイソステアリン酸から
選ばれる。好ましくは、脂肪成分は脂肪酸ではない。
【００４３】
　脂肪成分は、少なくとも1種の高級アルコールであってよい。2種以上の高級アルコール
を使用してもよい。
【００４４】
　「高級アルコール」という用語は本明細書において、任意の飽和又は不飽和の、直鎖又
は分枝C8～C30脂肪アルコールを意味する。
【００４５】
　C8～C30脂肪アルコールのうち、例えば、C12～C22脂肪アルコールが使用される。これ
らのうち、ラウリルアルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール、イソステア
リルアルコール、オレイルアルコール、ベヘニルアルコール、リノレイルアルコール、ウ
ンデシレニルアルコール、パルミトレイルアルコール、リノレニルアルコール、ミリスチ
ルアルコール、アラキドニルアルコール及びエルシルアルコール並びにそれらの混合物を
挙げることができる。一実施形態において、セチルアルコール、ステアリルアルコール又
はそれらの混合物(例えば、セテアリルアルコール)並びにミリスチルアルコールを、固体
脂肪成分として使用することができる。別の実施形態において、イソステアリルアルコー
ルを、液体脂肪成分として使用することができる。
【００４６】
　脂肪成分は、ロウであってもよい。本明細書において「ロウ」は、脂肪化合物が室温(2
5℃)において大気圧(760mmHg)下で実質的に固体の形態であり、一般に35℃以上の融点を
有することを意味する。ロウ状脂肪成分として、化粧品において一般的に使用されるロウ
を、単独で又はそれらを組み合わせて使用することができる。
【００４７】
　例えば、ロウは、カルナウバロウ、マイクロクリスタリンワックス、オゾケライト、水
添ホホバ油、New Phase Technologies社によって「Performalene 400 Polyethylene」と
いう名称で販売されているワックス等のポリエチレンワックス、シリコーンワックス、例
えば、Goldschmidt社によって「Abil Wax 9810」の名称で販売されている製品等のポリ(C

24～C28)アルキルメチルジメチルシロキサン、パーム脂、Kester Keunen社によって「Kes
ter Wax K82H」の名称で販売されているC20～C40アルキルステアレート、安息香酸ステア
リル、セラックロウ及びそれらの混合物から選ぶことができる。例えば、カルナウバロウ
、キャンデリラロウ、オゾケライト、水添ホホバ油及びポリエチレンワックスから選ばれ
るロウが使用される。少なくとも1つの態様において、ロウは、好ましくは、キャンデリ
ラロウ及びオゾケライト及びそれらの混合物から選ばれる。
【００４８】
　本発明によれば、少なくとも1種の液体及び少なくとも1種の固体脂肪成分は、上記の脂
肪化合物又は物質から選択される。
【００４９】
　本発明によれば、以下の条件(i)から(iii)が満たされるべきである。
【００５０】
　(i)液体脂肪成分及び固体脂肪成分の全量が、本発明の化粧用組成物の全重量に対して
、30から60重量%、好ましくは40から55重量%である。
【００５１】
　(ii)固体脂肪成分の量は、本発明の化粧用組成物の全重量に対して、10から20重量%、
好ましくは10から15重量%である。
【００５２】
　(iii)液体脂肪成分の量/固体脂肪成分の量の重量比Aは、3以下、好ましくは2.9以下で
ある。
【００５３】
　上記の条件(i)から(iii)のいずれかが満たされない場合、本発明の組成物の美容性能(
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例えば、カラーリング又は脱色効率)は悪化する。
【００５４】
　(2)非イオン性界面活性剤
　本発明の化粧用組成物は、12から17のHLB値を有する、少なくとも1種の非イオン性界面
活性剤を含む。それらが12から17のHLB値を有する限り、2種以上の非イオン性界面活性剤
を使用してもよい。
【００５５】
　12から17のHLB値を有する非イオン性界面活性剤は、それらが12から17のHLB値を有する
という条件で、ポリエトキシル化、ポリプロポキシル化又はポリグリセロール化されてお
り、少なくとも1つの脂肪鎖を有するアルコール、α-ジオール、又はアルキルフェノール
;エチレンオキシド及び/又はプロピレンオキシドのコポリマー;エチレンオキシド及び/又
はプロピレンオキシドと脂肪アルコールの縮合物;ポリエトキシル化脂肪アミド;ポリグリ
セロール化脂肪アミド;ソルビタンのエトキシル化脂肪酸エステル;スクロースの脂肪酸エ
ステル; 天然起源のエトキシル化油;ポリエチレングリコールの脂肪酸エステル; (C6～C2
4)アルキルポリグリコシド;N-(C6～C24)アルキルグルカミン誘導体;アミンオキシド;N-(C

10～C14)アシルアミノプロピルモルホリンオキシドからなる群から選択されることが好ま
しい。
【００５６】
　これらの界面活性剤は、それ自体よく知られている化合物である(例えば、この点に関
して、「Handbook of Surfactants」、M.R.Porter、Blackie&Son出版(グラスゴー及びロ
ンドン)、1991年、116～178頁を参照されたい)。したがって、それらの界面活性剤は、例
えば、ポリエトキシル化、ポリプロポキシル化又はポリグリセロール化されており、例え
ば8から18個の炭素原子を含む少なくとも1つの脂肪鎖を有するアルコール、α-ジオール
、アルキルフェノール及び脂肪酸から選ぶことができ、エチレンオキシド又はプロピレン
オキシド基の数は2から50までの範囲、及びグリセロール基の数は2から30までの範囲とす
ることが可能である。マルトース誘導体もまた挙げることができる。限定はしないが、エ
チレンオキシド及び/又はプロピレンオキシドのコポリマー、エチレンオキシド及び/又は
プロピレンオキシドと脂肪アルコールの縮合物;例えば2から30molのエチレンオキシドを
含むポリエトキシル化脂肪アミド、例えば1から5個の、例えば1.5から4個のグリセロール
基を含むポリグリセロール化脂肪アミド;2から30molのエチレンオキシドを含む、ソルビ
タンのエトキシル化脂肪酸エステル;スクロースの脂肪酸エステル、ポリエチレングリコ
ールの脂肪酸エステル、(C6～C24)アルキルポリグリコシド、N-(C6～C24)アルキルグルカ
ミン誘導体、アミンオキシド、例えば(C10～C14)アルキルアミンオキシド又はN-(C10～C1
4)アシルアミノプロピルモルホリンオキシド;並びにそれらの混合物もまた挙げることが
できる。
【００５７】
　アルキルポリグルコシドは、6から24個の炭素原子、例えば8から16個の炭素原子を含み
、1、2又は3個の糖単位を含む親水性(グルコシド)基を含むアルキル基を含んでもよい。
これらのアルキルポリグルコシドのうち、限定はしないが、デシルグルコシド(C9/C11ア
ルキルポリグルコシド(1.4))、例えばKao Chemicals社によってMydol10(登録商標)の名称
で、Cognis社によってPlantaren2000UP(登録商標)の名称で、及びSeppic社によってOrami
x NS10(登録商標)の名称で販売されている製品等;カプリリル/カプリルグルコシド、例え
ば、Seppic社によってOramix CG110(登録商標)の名称で販売されている製品等;ラウリル
グルコシド、例えば、Cognis社によってPlantaren1200N(登録商標)及びPlantacare1200(
登録商標)の名称で販売されている製品等;並びにヤシ油アルキルグルコシド(cocoglucosi
de)、例えば、Cognis社によってPlantacare818/UP(登録商標)の名称で販売されている製
品等を挙げることができる。
【００５８】
　マルトース誘導体は、例えば、欧州特許出願公開EP-A-566438において記載されている
もの、例えば、O-オクタノイル-6'-D-マルトース等、又は他に、仏国特許第FR-2,739,556
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号において記載されているO-ドデカノイル-6'-D-マルトースである。
【００５９】
　ポリグリセロール化脂肪アルコールのうち、限定はしないが、ポリグリセロール化ドデ
カンジオール(3.5molのグリセロール)、Chimex社によってChimexane NF(登録商標)の名称
で製造されている製品を挙げることができる。
【００６０】
　ポリエチレングリコールの脂肪酸エステルは、例えば、ポリエチレングリコールのグリ
セロール化エステル、例えば、混合物ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル/水添パーム油脂肪酸
PEG-200グリセリル(CTFA名)、例えば、Degussa Care Specialties社による商品Rewoderm 
LI S80等から選ぶことができる。
【００６１】
　12から17のHLB値を有する非イオン性界面活性剤は、12から17のHLB値を有する、エチレ
ンオキシド及び/又はプロピレンオキシドと脂肪アルコールの縮合物から選択されること
が好ましい。より好ましくは、縮合物は、8から30個の炭素原子を有する脂肪アルコール
のポリエチレングリコール及び/又はポリプロピレングリコールエーテルである。
【００６２】
　12から17のHLB値を有する、エチレンオキシド及び/又はプロピレンオキシドと脂肪アル
コールの縮合物の例として、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレン
アルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレン-ポリオキシオプロピレンアルキルエー
テル及びポリオキシエチレン-ポリオキシオプロピレンアルキルフェニルエーテルを挙げ
ることができる。
【００６３】
　12から17のHLB値を有する非イオン性界面活性剤の例として、特に、ラウレス-9、PPG-2
-デセス-10、ステアリン酸ポリグリセリル-6、セテス-12、イソステアリン酸PEG-12、ス
テアリン酸グリセリル/ステアリン酸PEG-40、イソステアリン酸PEG-15グリセリル、オク
チルドデセス-16、ジラウリン酸PEG-20、ジイソステアリン酸PEG-30グリセリル、PEG-40
水添ヒマシ油、PEG-40ヒマシ油、トリイソステアリン酸PEG-50グリセリル、トリオレイン
酸PEG-50グリセリル、ラウリン酸PEG-50水添ヒマシ油、ソルビタンココエート、ラウレス
-10、イソステアレス-15、オレス-15、ステアレス-15、デシルテトラデセス-20、コレス-
20、水添ダイマージリノレス-30、PCAイソステアリン酸PEG-60水添ヒマシ油、ステアリン
酸PEG-15グリセリル、ベヘネス-20、PPG-2デセス-12、イソセテス-15、セテス-15、オク
チルドデセス-20、コレス-24、PEG-50水添ヒマシ油、PEG-50ヒマシ油、トリイソステアリ
ン酸PEG-60グリセリル、トリオレイン酸PEG-60グリセリル、ラウリン酸PEG-60水添ヒマシ
油、ラウレス-12、PPG-2デセス-15、セテス-17、イソステアレス-20、オレス-20、ステア
レス-20、イソステアリン酸PEG-20グリセリル、デシルテトラデセス-25、水添ダイマージ
リノレス-40、ラウリン酸PEG-12、ラウレス-15、イソセテス-20、セテス-20、イソステア
リン酸PEG-20、ステアリン酸PEG-20、ステアリン酸PEG-20グリセリル、オレス-23、ポリ
ソルベート80、オクチルドデセス-25、イソステアリン酸PEG-25グリセリル、ステアリン
酸グリセリル/ステアリン酸PEG-100、ベヘネス-30、コレス-30、PEG-60水添ヒマシ油、PP
G-2デセス-20、イソステアレス-25、ステアレス-25、PCAイソステアリン酸グリセレス-25
、ジイソステアリン酸PEG-60グリセリル、セテス-25、ラウレス-20、イソセテス-25、セ
テス-30、ステアリン酸PEG-30、イソステアリン酸PEG-30グリセリル、ステアリン酸PEG-3
0グリセリル、水添ダイマージリノレス-60、PEG-80水添ヒマシ油、PEG-20ソルビタンココ
エート、イソステアリン酸PEG-40グリセリル、PEG-100水添ヒマシ油、ラウレス-25、PPG-
2デセス-30、ステアレス-40、ステアリン酸PEG-40グリセリル、水添ダイマージリノレス-
80、ラウレス-30、ステアリン酸PEG-40、オレイン酸PEG-40ソルビタン、オレス-50、イソ
ステアリン酸PEG-50グリセリル、ラウレス-50、ジステアリン酸PEG-150、ステアリン酸PE
G-100、セテアレス-25、及びセテアレス-33を挙げることができる。
【００６４】
　12から17のHLB値を有する非イオン性界面活性剤の量は、化粧用組成物の全重量に対し
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て、0.01重量%から2.5重量%、好ましくは0.10重量%から1.5重量%である。
【００６５】
　本発明の化粧用組成物は、12未満のHLB値を有する少なくとも1種の非イオン性界面活性
剤を更に含んでもよい。それらが12未満のHLB値を有する限り、2種以上の非イオン性界面
活性剤を使用してもよい。
【００６６】
　12未満のHLB値を有する非イオン性界面活性剤は、それらが12未満のHLB値を有するとい
う条件で、ポリエトキシル化、ポリプロポキシル化又はポリグリセロール化されておりか
つ少なくとも1つの脂肪鎖を有するアルコール、α-ジオール、アルキルフェノール又は脂
肪酸;エチレンオキシド及び/又はプロピレンオキシドのコポリマー;エチレンオキシド及
び/又はプロピレンオキシドと脂肪アルコールの縮合物;ポリエトキシル化脂肪アミド;ポ
リグリセロール化脂肪アミド;ポリエトキシル化脂肪アミン;ソルビタンのエトキシル化脂
肪酸エステル;天然起源のエトキシル化油;スクロースの脂肪酸エステル;ポリエチレング
リコールの脂肪酸エステル;C2～C3ポリオールの脂肪酸モノ又はジエステル;(C6～C24)ア
ルキルポリグリコシド;N-(C6～C24)アルキルグルカミン誘導体;アミンオキシド;並びにN-
(C10～C14)アシルアミノプロピルモルホリンオキシドからなる群から選択されることが好
ましい。
【００６７】
　12未満のHLB値を有する非イオン性界面活性剤は、12未満のHLB値を有する、エチレンオ
キシド及び/又はプロピレンオキシドと脂肪アルコールの縮合物から選択されることが好
ましい。より好ましくは、縮合物は、8から30個の炭素原子を有する脂肪アルコールのポ
リエチレングリコール及び/又はポリプロピレングリコールエーテルである。
【００６８】
　12未満のHLB値を有する、エチレンオキシド及び/又はプロピレンオキシドと脂肪アルコ
ールの縮合物の例として、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンア
ルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレン-ポリオキシプロピレンアルキルエーテル
及びポリオキシエチレン-ポリオキシプロピレンアルキルフェニルエーテルを挙げること
ができる。
【００６９】
　12未満のHLB値を有する非イオン性界面活性剤の例として、特に、ラウリン酸PEG-40水
添ヒマシ油、トリオレンイン酸PEG-40グリセリル、トリイソステアリン酸PEG-40グリセリ
ル、PEG-30ヒマシ油、PEG-30水添ヒマシ油、ジラウリン酸PEG-16、コレス-15、デシルテ
トラデセス-15、オレス-12、ステアリン酸PEG-10グリセリル、オレイン酸PEG-10、ステア
リン酸PEG-10、イソステアリン酸PEG-10、セテス-10、イソセテス-10、ラウレス-7、PCA
イソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油、イソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油、ステアレ
ス-11、イソステアレス-10、水添ダイマージリノレス-20、オレス-10、PPG-2デセス-7、
トリイソステアリン酸PEG-60水添ヒマシ油、イソステアリン酸PEG-10グリセリル、イソス
テアリン酸PEG-8、ジイソステアリン酸PEG-20グリセリル、ジイソステアリン酸ポリグリ
セリル-10、ジラウリン酸PEG-12、オクチルドデセス-10、PCAイソステアリン酸PEG-30水
添ヒマシ油、ラウリン酸PEG-30水添ヒマシ油、トリオレンイン酸PEG-30グリセリル、トリ
イソステアリン酸PEG-30グリセリル、コレス-10、イソステアリン酸PEG-8グリセリル、オ
レス-8、セテス-7、ラウレス-5、ベヘネス-10、イソステアリン酸ソルビタン、トリイソ
ステアリン酸PEG-50水添ヒマシ油、イソステアリン酸PEG-30水添ヒマシ油、PEG-20水添ヒ
マシ油、水添レシチン、PPG-2デセス-5、オレイン酸ソルビタン、ステアリン酸ソルビタ
ン、デシルテトラデセス-10、オレイン酸PEG-6、イソステアリン酸PEG-6、ステアリン酸P
EG-5グリセリル、トリイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油、イソステアリン酸PEG-6グ
リセリル、ステアレス-6、オレス-6、ラウリン酸PEG-20水添ヒマシ油、ジイソステアリン
酸PEG-12、ジラウリン酸PEG-8、ステアリン酸PEG-5、セテス-5、オレイン酸ポリグリセリ
ル-2、イソステアリン酸PEG-20水添ヒマシ油、トリオレンイン酸PEG-20グリセリル、トリ
ステアリン酸PEG-20、トリイソステアリン酸PEG-20、ジオレイン酸PEG-12、ジステアリン
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酸PEG-12、ジイソステアリン酸ポリグリセリル-6、イソステアリン酸PEG-5グリセリル、
ステアリン酸ポリグリセリル-2、トリステアリン酸ポリグリセリル-10、トリイソステア
リン酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸ステアレス-12、ジステアリン酸ポリグリセリル
-6、ステアレス-5、オレス-5、ラウレス-3、トリイソステアリン酸PEG-30水添ヒマシ油、
ジラウリン酸PEG-6、コレス-5、オクチルドデセス-5、イソステアリン酸PEG-15水添ヒマ
シ油、セスキオレイン酸ソルビタン、セスキイソステアリン酸ソルビタン、ベヘネス-5、
イソステアリン酸PEG-3、ジオクチルドデセス-5ラウロイルグルタミン酸塩、ジオレイン
酸PEG-8、ジステアリン酸PEG-8、ジイソステアリン酸PEG-8、デシルテトラデセス-5、セ
テス-3、ステアリン酸グリセリル、PEG-7水添ヒマシ油、イソステアリン酸PEG-3グリセリ
ル、トリイソステアリン酸PEG-20水添ヒマシ油、オレス-3、ステアレス-3、イソステアリ
ン酸PEG-10水添ヒマシ油、ジイソステアリン酸PEG-6、ジイソステアリン酸ポリグリセリ
ル-3、ジラウリン酸PEG-4、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸PEG-2、ラウリン酸プ
ロピレングリコール、トリオレンイン酸PEG-10グリセリル、トリイソステアリン酸PEG-10
グリセリル、PEG-5水添ヒマシ油、ジオレイン酸PEG-6、ジステアリン酸PEG-6、ジステア
リン酸ポリグリセリル-3、ステアリン酸グリセリル、トリステアリン酸PEG-10グリセリル
、セテス-2、トリイソステアリン酸PEG-15水添ヒマシ油、ステアレス-2、ジステアレス-2
グルタミン酸ラウロイル、ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2、グルタミン酸ジオクチ
ルドデセス-2ラウロイル、ジオレイン酸PEG-4、ジイソステアリン酸PEG-4、ジステアリン
酸ポリグリセリル-2、ステアリン酸グリコール、イソステアリン酸PEG-5水添ヒマシ油、
ジステアリン酸PEG-4グリセリル、ジステアリン酸PEG-4、ヘキシルデシルミリストイルメ
チルアミノプロピオネート、ステアリン酸プロピレングリコール、トリイソステアリン酸
PEG-10水添ヒマシ油、ジステアリン酸PEG-4トリメチロールプロパン、ジラウリン酸PEG-2
、トリステアリン酸PEG-6グリセリル、トリミリスチン酸PEG-5トリメチロールプロパン、
グルタミン酸ジヘキシルデシルラウロイル、ジイソステアリン酸PEG-3、トリイソステア
リン酸PEG-5グリセリル、トリオレンイン酸PEG-5グリセリル、トリステアリン酸PEG-5、
グルタミン酸ジオクチルドデシルラウロイル、グルタミン酸ジオクチルドデシルステアロ
イル、ジイソステアリン酸PEG-2、ジオレイン酸プロピレングリコール、ジステアリン酸
プロピレングリコール、ジステアリン酸グリコール、ジオレイン酸グリコール、ジイソス
テアリン酸プロピレングリコール、トリステアリン酸PEG-4グリセリル、ジステアリン酸P
EG-2、トリイソステアリン酸PEG-5水添ヒマシ油、ジラウリン酸プロピレングリコール、
ジラウリン酸グリコール、トリオレンイン酸PEG-3グリセリル、及びトリイソステアリン
酸PEG-3グリセリルを挙げることができる。
【００７０】
　好ましくは、これらの界面活性剤のHLB値は、1から12未満までの範囲、より好ましくは
4.5から11.5までの範囲にある。
【００７１】
　12未満のHLB値を有する非イオン性界面活性剤の量は、化粧用組成物の全重量に対して
、1重量%から10重量%、好ましくは3重量%から7重量%であってよい。
【００７２】
　(3)両性界面活性剤
　本発明の化粧用組成物は、少なくとも1種のアニオン性界面活性剤を含む。両性界面活
性剤の2種以上を使用してもよい。
【００７３】
　両性界面活性剤は限定されない。両性又は双性イオン性界面活性剤は、例えば(非限定
的なリスト)、脂肪族基が、8から22個の炭素原子を含み、少なくとも1つの水可溶化アニ
オン性基(例えば、カルボキシレート、スルホネート、サルフェート、ホスフェート又は
ホスホネート)を含有する直鎖又は分枝鎖である、脂肪族の第二級又は第三級アミン等の
アミン誘導体、及び任意選択により第四級化されたアミン誘導体とすることができる。
【００７４】
　アミドアミンカルボキシル化誘導体のうち、米国特許第2,528,378号及び第2,781,354号
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において記載されており、CTFA辞典、第3版、1982(その開示は参照により本明細書に組み
込まれる)において、それぞれの構造:
R1-CONHCH2CH2-N

+(R2)(R3)(CH2COO
-)

(式中、
R1は、加水分解ココヤシ油中に存在する酸R1-COOHのアルキル基、ヘプチル、ノニル又は
ウンデシル基を意味し、
R2は、β-ヒドロキシエチル基を意味し、
R3は、カルボキシメチル基を意味する);及び
R1'-CONHCH2CH2-N(B)(C)
(式中、
Bは、-CH2CH2OX'を表し、
Cは、-(CH2)z-Y'を表し、z=1又は2であり、
X'は、-CH2CH2-COOH基、-CH2-COOZ'、-CH2CH2-COOH、-CH2CH2-COOZ'又は水素原子を意味
し、
Y'は、-COOH、-COOZ'、-CH2-CHOH-SO3Z'又はCH2-CHOH-SO3H基を意味し、
Z'は、ナトリウム等のアルカリ又はアルカリ土類金属のイオン、アンモニウムイオン又は
有機アミンに由来するイオンを表し、
R1'は、ココヤシ油中若しくは加水分解亜麻仁油中に存在する酸R1'-COOHのアルキル基、C

7、C9、C11若しくはC13アルキル基等のアルキル基、C17アルキル基及びそのイソ型、又は
不飽和のC17基を意味する)
を有する、アンホカルボキシグリシネート及びアンホカルボキシプロピオネートという名
称で分類されている、Miranolという名称で販売されている製品を挙げることができる。
【００７５】
　両性界面活性剤は、(C8～C24)-アルキルアンホモノアセテート、(C8～C24)アルキルア
ンホジアセテート、(C8～C24)アルキルアンホモノプロピオネート、及び(C8～C24)アルキ
ルアンホジプロピオネートから選択されることが好ましい。
【００７６】
　これらの化合物は、CTFA辞典、第5版、1993において、ココアンホジ酢酸二ナトリウム
、ラウロアンホジ酢酸二ナトリウム,カプリルアンホジ酢酸二ナトリウム、カプリルアン
ホジ酢酸二ナトリウム、ココアンホジプロピオン酸二ナトリウム、ラウロアンホプロピオ
ン酸二ナトリウム、カプリルアンホジプロピオン酸二ナトリウム、カプリルアンホジプロ
ピオン酸二ナトリウム、ラウロアンホジプロピオン酸及びココアンホジプロピオン酸とい
う名称で分類されている。
【００７７】
　例として、Miranol(登録商標)C2M濃縮物という商標名でRhodia Chimie社によって販売
されているココアンホジアセテートを挙げることができる。
【００７８】
　好ましくは、両性界面活性剤はベタインであってよい。
【００７９】
　ベタイン型両性界面活性剤は、好ましくは、アルキルベタイン、アルキルアミドアルキ
ルベタイン、スルホベタイン、ホスホベタイン及びアルキルアミドアルキルスルホベタイ
ン、特に、(C8～C24)アルキルベタイン、(C8～C24)アルキルアミド(C1～C8)アルキルベタ
イン、スルホベタイン及び(C8～C24)アルキルアミド(C1～C8)アルキルスルホベタインか
らなる群から選択される。一実施形態において、ベタイン型の両性界面活性剤は、(C8～C

24)アルキルベタイン、(C8～C24)アルキルアミド(C1～C8)アルキルスルホベタイン、スル
ホベタイン及びホスホベタインから選ばれる。
【００８０】
　挙げることができる非限定的な例は、単独で又は混合物として、CTFA辞典、第9版、200
2において、ココベタイン、ラウリルベタイン、セチルベタイン、ココ/オレアミドプロピ
ルベタイン、コカミドプロピルベタイン、パルミタミドプロピルベタイン、ステアラミド
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プロピルベタイン、コカミドエチルベタイン、コカミドプロピルヒドロキシスルタイン、
オレアミドプロピルヒドロキシスルタイン、ココヒドロキシスルタイン、ラウリルヒドロ
キシスルタイン及びココスルタインという名称で分類されている化合物を含む。
【００８１】
　ベタイン型両性界面活性剤は、好ましくは、アルキルベタイン及びアルキルアミドアル
キルベタイン、特にココベタイン及びコカミドプロピルベタインである。
【００８２】
　両性界面活性剤の量は、組成物の全重量に対して、0.01重量%から3重量%、好ましくは0
.10重量%から0.40重量%、より好ましくは0.2重量%から0.30重量%であってよい。
【００８３】
　(4)酸化剤
本発明の化粧用組成物は、少なくとも1種の酸化剤を含む。2種以上の酸化剤を使用しても
よい。
【００８４】
　酸化剤は、過酸化水素、過酸化塩(peroxygenated salt)及び加水分解によって過酸化水
素を生成することができる化合物から選ばれてもよい。例えば、酸化剤は、過酸化水素水
溶液、過酸化尿素、アルカリ金属臭素酸塩及びフェリシアン化物並びに過ホウ酸塩及び過
硫酸塩等の過酸塩から選ぶことができる。例えばラッカーゼ、ペルオキシダーゼ及び2-電
子オキシドレダクターゼ、例えばウリカーゼ等から選ばれる少なくとも1種のオキシダー
ゼ酵素も、それらのそれぞれの供与体又は補助因子の存在下において適切な場合、酸化剤
として使用してもよい。
【００８５】
　酸化剤は過酸化水素であることが好ましい。
【００８６】
　酸化剤の濃度は、化粧用組成物の全重量に対して、0.1重量%から20重量%まで、例えば5
重量%から15重量%まで等の範囲であってよい。
【００８７】
　一実施形態では、酸化剤が過酸化水素である場合、組成物は、少なくとも1種の過酸化
水素安定剤を含んでもよく、これは、例えば、アルカリ金属及びアルカリ土類金属ピロリ
ン酸塩、アルカリ金属及びアルカリ土類金属スズ酸塩、フェナセチン並びに酸とオキシキ
ノリンとの塩、例えば硫酸オキシキノリンから選ばれてもよい。別の実施形態では、少な
くとも1種のピロリン酸塩と任意選択により組み合わせた少なくとも1種のスズ酸塩が使用
される。
【００８８】
　サリチル酸及びその塩、ピリジンジカルボン酸及びその塩、並びにパラセタモールを使
用することも可能である。
【００８９】
　化粧用組成物において、過酸化水素安定剤の濃度は、化粧用組成物の全重量に対して、
0.0001重量%から5重量%まで、例えば0.01重量%から2重量%まで等の範囲であってよい。
【００９０】
　過酸化水素を含む組成物において、過酸化水素対安定剤の濃度比は、0.05:1から1000:1
まで、例えば0.1:1から500:1まで等、更に例えば1:1から300:1まで等の範囲であってよい
。
【００９１】
　(5)他の成分
　本発明の化粧用組成物は、水性媒体を含んでもよい。
【００９２】
　本発明の化粧用組成物における媒体は、水を含んでもよい。水の量は、組成物の全重量
に対して、65重量%以下、好ましくは5重量%から50重量%、より好ましくは10重量%から45
重量%、更により好ましくは20重量%から40重量%であってよい。
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【００９３】
　水性媒体は、少なくとも1種の有機溶媒を更に含んでもよい。有機溶媒は、好ましくは
水混和性である。有機溶媒として、例えば、C1～C4アルカノール、例えば、エタノール及
びイソプロパノール等;グリセロール;グリコール及びグリコールエーテル、例えば2-ブト
キシエタノール、プロピレングリコール、プロピレングリコールのモノメチルエーテル、
ジエチレングリコールのモノエチルエーテル及びモノメチルエーテル等;並びに、芳香族
アルコール、例えば、ベンジルアルコール及びフェノキシエタノール等、類似製品、並び
にそれらの混合物を挙げることができる。
【００９４】
　有機溶媒は、組成物の全重量に対して、1から40重量%まで、好ましくは1から30重量%ま
で、より好ましくは5から20重量%までの範囲の量で存在してよい。
【００９５】
　本発明の化粧用組成物は、陰イオン及び陽イオン界面活性剤から選択される少なくとも
1種の追加の界面活性剤を更に含んでもよい。2種以上の追加の界面活性剤を使用してもよ
い。
【００９６】
　追加の界面活性剤の量は、組成物の全重量に対して、0.001から10重量%まで、好ましく
は0.01から5重量%まで、より好ましくは0.1から3重量%までの範囲であってよい。
【００９７】
　本発明の化粧用組成物はまた、有効量の、様々な一般的な補助剤等の、酸化染色におい
て他で以前に知られている他の作用剤、例えば、EDTA及びエチドロン酸等の金属イオン封
鎖剤、UV遮断剤、有機変性シリコーン(例えばアミン基を用いて)等の上述したもの以外の
シリコーン、防腐剤、セラミド、擬似セラミド、ビタミン又はプロビタミン、例えばパン
テノール、乳白剤等も含んでもよい。
【００９８】
　本発明の化粧用組成物の形態は、特に限定されず、O/W型エマルジョン、W/O型エマルジ
ョン、水性ゲル、水性溶液等の様々な形態をとってもよい。O/W型エマルジョンの形態が
好ましい。
【００９９】
　本発明の化粧用組成物の粘度は、特に限定されない。粘度は、25℃で、200rpm(1分間当
たりの回転)でRheomat180測定装置を用いて測定することができる。Rheomat180は、粘度
に応じて異なるローターを、例えば、0.2から4Pa・sまでの粘度の範囲ではローター3を、
2Pa・sを超える粘度の範囲ではローター4を備える。この粘度は、一般的に、ローターの
回転が開始してから10分後に測定される。上記に示した条件下で測定される場合、本発明
の化粧用組成物の粘度は、例えば、1から2000Pa・sまで、好ましくは1から1000Pa・sまで
の範囲であり得る。
【０１００】
　本発明の化粧用組成物のpHは、通常1.5から12までである。好ましくは、1.5から7まで
、好ましくは2から6の範囲とすることができ、従来技術においてよく知られている少なく
とも1種の酸性化剤を使用して所望の値まで調整してもよい。
【０１０１】
　酸性化剤は、例えば、無機若しくは有機酸、例えば、塩酸、オルトリン酸、カルボン酸
、例えば、酒石酸、クエン酸、乳酸又はスルホン酸であってもよい。
【０１０２】
　毛髪染色又は毛髪脱色プロセスにおいて使用される場合、本発明の化粧用組成物は、少
なくとも1種のアルカリ剤、並びに任意選択により酸化染料及び/又は直接染料等の少なく
とも1種のカラーリング物質を含む他の別個の化粧用組成物と混合されることによって、
使用されてもよい。
【０１０３】
　この場合、本発明の化粧用組成物及び別個の化粧用組成物は、第1の区画が本発明の化
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粧用組成物を含み、第2の又は続く区画が別個の化粧用組成物を含む多区画系又はキット
に処方してもよい。多区画系は、弁及びノズル等の、上述の組成物を混合及び/又は塗布
する手段を備えていてもよい。
【０１０４】
　アルカリ剤は、無機アルカリ剤であってもよい。無機アルカリ剤は、アルカリ金属塩;
アルカリ土類金属塩;アルカリ金属水酸化物及びアルカリ土類金属水酸化物からなる群か
ら選択されることが好ましい。
【０１０５】
　無機アルカリ金属水酸化物の例として、水酸化ナトリウム及び水酸化カリウムを挙げる
ことができる。アルカリ土類金属水酸化物の例として、水酸化カルシウム及び水酸化マグ
ネシウムを挙げることができる。水酸化ナトリウムが好ましい。
【０１０６】
　アルカリ剤は、有機アルカリ剤であってもよい。有機アルカリ剤は、モノアミン及びそ
の誘導体;ジアミン及びその誘導体;ポリアミン及びその誘導体;塩基性アミノ酸及びその
誘導体;塩基性アミノ酸及びその誘導体のオリゴマー;塩基性アミノ酸及びその誘導体のポ
リマー;尿素及びその誘導体;グアニジン及びその誘導体からなる群から選択されることが
好ましい。
【０１０７】
　有機アルカリ剤の例として、アルカノールアミン、例えば、モノ、ジ及びトリエタノー
ルアミン並びにイソプロパノールアミン;尿素、グアニジン及びそれらの誘導体;塩基性ア
ミノ酸、例えば、リシン又はアルギニン等;並びにジアミン、例えば、以下の構造:
【０１０８】
【化１】

【０１０９】
(式中、Wは、ヒドロキシル又はC1～C4アルキル基により任意選択により置換されているプ
ロピレン等のアルキレンを表し、Ra、Rb、Rc及びRdは、独立に、水素原子、アルキル基又
はC1～C4ヒドロキシアルキル基を表す)において記載されているもの等(これは、1,3-プロ
パンジアミン及びその誘導体により例示することができる)を挙げることができる。アル
ギニン、尿素及びモノエタノールアミンが好ましい。
【０１１０】
　一実施形態によれば、アルカリ剤は、アルカノールアミン、好ましくはモノエタノール
アミンである。
【０１１１】
　アルカリ剤は、使用可能な化粧用組成物の全重量に対して、0.01から50重量%まで、好
ましくは0.1から30重量%まで、より好ましくは0.3から10重量%までの全量で使用されても
よい。
【０１１２】
　酸化染料は、酸化ベース、酸化カップラー、及びそれらの酸付加塩から選択することが
できる。
【０１１３】
　酸化ベースは、酸化染色において従来知られているものから、好ましくは、オルト-及
びパラ-フェニレンジアミン、二重塩基、オルト-及びパラ-アミノフェノール、複素環塩
基、並びにそれらの酸付加塩からなる群から選択することができる。
【０１１４】
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　パラ-フェニレンジアミンのうち、より特定すれば、パラ-フェニレンジアミン、パラ-
トリレンジアミン、2-クロロ-パラ-フェニレンジアミン、2,3-ジメチル-パラ-フェニレン
ジアミン、2,6-ジメチル-パラ-フェニレンジアミン、2,6-ジエチル-パラ-フェニレンジア
ミン、2,5-ジメチル-パラ-フェニレンジアミン、N,N-ジメチルパラ-フェニレンジアミン
、N,N-ジエチル-パラ-フェニレンジアミン、N,N-ジプロピル-パラフェニレンジアミン、4
-アミノ-N,N-ジエチル-3-メチルアニリン、N,N-ビス(β-ヒドロキシエチル)-パラフェニ
レンジアミン、4-N,N-ビス(β-ヒドロキシエチル)アミノ-2-メチルアニリン、4-N,N-ビス
(β-ヒドロキシエチル)アミノ-2-クロロアニリン、2-β-ヒドロキシエチル-パラ-フェニ
レンジアミン、2-フルオロ-パラフェニレンジアミン、2-イソプロピル-パラ-フェニレン
ジアミン、N-(β-ヒドロキシプロピル)-パラフェニレンジアミン、2-ヒドロキシメチル-
パラ-フェニレンジアミン、N,N-ジメチル-3-メチルパラ-フェニレンジアミン、N,N-(エチ
ル-β-ヒドロキシエチル)-パラ-フェニレンジアミン、N-(β,γ-ジヒドロキシプロピル)-
パラ-フェニレンジアミン、N-(4'-アミノフェニル)-パラ-フェニレンジアミン、N-フェニ
ル-パラ-フェニレンジアミン、2-β-ヒドロキシエチルオキシ-パラ-フェニレンジアミン
、2-β-アセチルアミノ-エチルオキシ-パラ-フェニレンジアミン、N-(β-メトキシエチル
)-パラ-フェニレンジアミン、2-メチル-1-N-β-ヒドロキシエチル-パラ-フェニレンジア
ミン、N-(4-アミノフェニル)-3-ヒドロキシ-ピロリジン、2-[{2-[(4-アミノフェニル)ア
ミノ]エチル}(2-ヒドロキシエチル)アミノ]-エタノール、及びそれらの酸付加塩を挙げる
ことができる。
【０１１５】
　最も特に好ましいものはパラ-フェニレンジアミン、パラ-トリレンジアミン、2-イソプ
ロピル-パラフェニレンジアミン、2-β-ヒドロキシエチル-パラ-フェニレンジアミン、2-
β-ヒドロキシエチルオキシ-パラ-フェニレンジアミン、2,6-ジメチル-パラ-フェニレン
ジアミン、2,6-ジエチル-パラ-フェニレンジアミン、2,3-ジメチル-パラ-フェニレンジア
ミン、N,N-ビス(β-ヒドロキシエチル)-パラ-フェニレンジアミン、2-クロロ-パラ-フェ
ニレンジアミン、及びそれらの酸付加塩である。
【０１１６】
　二重塩基のうち、より特定すれば、N,N'-ビス(β-ヒドロキシエチル)-N,N'-ビス(4'-ア
ミノフェニル)-1,3-ジアミノプロパノール、N,N'-ビス(β-ヒドロキシエチル)-N,N'-ビス
(4'-アミノフェニル)エチレンジアミン、N,N'-ビス(4-アミノフェニル)-テトラメチレン
ジアミン、N,N'-ビス(β-ヒドロキシエチル)-N,N'-ビス(4-アミノフェニル)テトラメチレ
ンジアミン、N,N'-ビス(4-メチルアミノフェニル)テトラメチレンジアミン、N,N'-ビス(
エチル)-N,N'-ビス(4'-アミノ-3'-メチルフェニル)エチレン-ジアミン、1,8-ビス(2,5-ジ
アミノフェノキシ)-3,5-ジオキサオクタン、及びそれらの酸付加塩を挙げることができる
。
【０１１７】
　式(II)のこれらの二重塩基のうち、N,N'-ビス(β-ヒドロキシエチル)-N,N'-ビス(4'-ア
ミノフェニル)-1,3-ジアミノプロパノール、1,8-ビス(2,5-ジアミノフェノキシ)-3,5-ジ
オキサオクタン又はそれらの酸付加塩の1つが特に好ましい。
【０１１８】
　パラ-アミノフェノールのうち、より特定すれば、パラ-アミノフェノール、4-アミノ-3
-メチルフェノール、4-アミノ-3-フルオロフェノール、4-アミノ-3-ヒドロキシメチルフ
ェノール、4-アミノ-2-メチルフェノール、4-アミノ-2-ヒドロキシメチルフェノール、4-
アミノ-2-メトキシメチルフェノール、4-アミノ-2-アミノメチルフェノール、4-アミノ-2
-(β-ヒドロキシエチルアミノメチル)フェノール、及びそれらの酸付加塩を挙げることが
できる。
【０１１９】
　本発明の状況において酸化ベースとして使用することができるオルト-アミノフェノー
ルは、2-アミノフェノール、2-アミノ-1-ヒドロキシ-5-メチルベンゼン、2-アミノ-1-ヒ
ドロキシ-6-メチルベンゼン、5-アセトアミド-2-アミノフェノール、及びそれらの酸付加
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塩から特に選ばれる。
【０１２０】
　本発明における染色用組成物における酸化ベースとして使用することができる複素環塩
基のうち、より特定すれば、ピリジン誘導体、ピリミジン誘導体、ピラゾール誘導体、及
びそれらの酸付加塩を挙げることができる。
【０１２１】
　ピリジン誘導体のうち、より特定すれば、例えば英国特許第1,026,978号及び英国特許
第1,153,196号に記載されている化合物、例えば2,5-ジアミノピリジン、2-(4-メトキシフ
ェニル)アミノ-3-アミノピリジン、2,3-ジアミノ-6-メトキシピリジン、2-(β-メトキシ
エチル)アミノ-3-アミノ-6-メトキシピリジン、3,4-ジアミノピリジン等、及びそれらの
酸付加塩を挙げることができる。
【０１２２】
　ピリミジン誘導体のうち、より特定すれば、例えば、独国特許第2 359 399号;日本特許
第88-169571号;日本特許第91-10659号、又は特許出願公開WO 96/15765において記載され
ている化合物、例えば、2,4,5,6-テトラアミノピリミジン、4-ヒドロキシ-2,5,6-トリア
ミノピリミジン、2-ヒドロキシ-4,5,6-トリアミノピリミジン、2,4-ジヒドロキシ-5,6-ジ
アミノピリミジン、2,5,6-トリアミノ-ピリミジン等並びにピラゾロピリミジン誘導体、
例えば、特許出願FR-A-2 750 048において挙げられているもの(それらとしては、ピラゾ
ロ[1,5-a]-ピリミジン-3,7-ジアミン; 2,5-ジメチル-ピラゾロ[1,5-a]-ピリミジン-3,7-
ジアミン; ピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3,5-ジアミン; 2,7-ジメチルピラゾロ[1,5-a]ピ
リミジン-3,5-ジアミン; 3-アミノピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-7-オール; 3-アミノ-ピラ
ゾロ[1,5-a]ピリミジン-5-オール; 2-(3-アミノ-ピラゾロ-[1,5-a]ピリミジン-7-イルア
ミノ)エタノール、2-(7-アミノピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3-イルアミノ)エタノール、2
-[(3-アミノ-ピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-7-イル)-(2-ヒドロキシ-エチル)アミノ]-エタ
ノール、2-[(7-アミノピラゾロ[1,5-a]-ピリミジン-3-イル)-(2-ヒドロキシエチル)アミ
ノ]エタノール、5,6-ジメチルピラゾロ-[1,5-a]ピリミジン-3,7-ジアミン、2,6-ジメチル
ピラゾロ-[1,5-a]ピリミジン-3,7-ジアミン、2,5,N7,N7-テトラメチル-ピラゾロ[1,5-a]
ピリミジン-3,7-ジアミン、3-アミノ-5-メチル-7-イミダゾリルプロピル-アミノピラゾロ
[1,5-a]-ピリミジン、を挙げることができる)、それらの付加塩及び互変異性平衡が存在
する場合それらの互変異性型、並びにそれらの酸付加塩を挙げることができる。
【０１２３】
　ピラゾール誘導体のうち、より特定すれば、独国特許第3 843 892号、独国特許第4 133
 957号並びに特許出願WO 94/08969、WO 94/08970、FR-A-2 733 749及びDE 195 43 988に
おいて記載されている化合物、例えば、4,5-ジアミノ-1-メチルピラゾール、3,4-ジアミ
ノピラゾール、4,5-ジアミノ-1-(4'-クロロベンジル)-ピラゾール、4,5-ジアミノ-1,3-ジ
メチルピラゾール、4,5-ジアミノ-3-メチル-1-フェニルピラゾール、4,5-ジアミノ-1-メ
チル-3-フェニルピラゾール、4-アミノ-1,3-ジメチル-5-ヒドラジノ-ピラゾール、1-ベン
ジル-4,5-ジアミノ-3-メチル-ピラゾール、4,5-ジアミノ-3-tert-ブチル-1-メチルピラゾ
ール、4,5-ジアミノ-1-tert-ブチル-3-メチルピラゾール、4,5-ジアミノ-1-(β-ヒドロキ
シエチル)-3-メチルピラゾール、4,5-ジアミノ-1-(β-ヒドロキシエチル)ピラゾール、4,
5-ジアミノ-1-エチル-3-メチルピラゾール、4,5-ジアミノ-1-エチル-3-(4'-メトキシフェ
ニル)ピラゾール、4,5-ジアミノ-1-エチル-3-ヒドロキシ-メチルピラゾール、4,5-ジアミ
ノ-3-ヒドロキシメチル-1-メチルピラゾール、4,5-ジアミノ-3-ヒドロキシメチル-1-イソ
プロピル-ピラゾール、4,5-ジアミノ-3-メチル-1-イソプロピル-ピラゾール、4-アミノ-5
-(2'-アミノエチル)アミノ-1,3-ジメチルピラゾール、3,4,5-トリアミノピラゾール、1-
メチル-3,4,5-トリアミノ-ピラゾール、3,5-ジアミノ-1-メチル-4-メチルアミノピラゾー
ル、3,5-ジアミノ-4-(β-ヒドロキシ-エチル)アミノ-1-メチルピラゾール、及びそれらの
酸付加塩等を挙げることができる。
【０１２４】
　酸化ベースとして使用することができる複素環塩基のうち、より特定すれば、ジアミノ
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ピラゾロピラゾロン、とりわけ2,3-ジアミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-[ピラゾロ1,2,a]ピラ
ゾール-1-オン(IV)、並びにこれらのジアミノピラゾロピラゾロンの酸との付加塩を挙げ
ることができる。
【０１２５】
　酸化染料は、酸化染色において従来知られているものから、好ましくは、メタ-フェニ
レンジアミン、メタ-アミノフェノール、メタ-ジフェノール、ナフトール、複素環カップ
ラー及びそれらの酸付加塩からなる群から選択することができる酸化カップラーであって
よい。
【０１２６】
　複素環カップラーは、インドール誘導体、インドリン誘導体、セサモール及びその誘導
体、ピリジン誘導体、ピラゾロトリアゾール誘導体、ピラゾロン、インダゾール、ベンズ
イミダゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾキサゾール、1,3-ベンゾジオキソール、キノリ
ン並びにそれらの酸付加塩からなる群から選択されてもよい。
【０１２７】
　これらのカップラーは、より特定すれば、2,4-ジアミノ-1-(β-ヒドロキシエチルオキ
シ)ベンゼン、2-メチル-5-アミノフェノール、5-N-(β-ヒドロキシエチル)アミノ-2-メチ
ルフェノール、3-アミノフェノール、2-クロロ-3-アミノ-6-メチルフェノール、1,3-ジヒ
ドロキシベンゼン、1,3-ジヒドロキシ-2-メチルベンゼン、4-クロロ-1,3-ジヒドロキシベ
ンゼン、2-アミノ-4-(β-ヒドロキシエチルアミノ)-1-メトキシベンゼン、1,3-ジアミノ
ベンゼン、2-メチル-5-ヒドロキシエチルアミノフェノール、4-アミノ-2-ヒドロキシトル
エン、1,3-ビス(2,4-ジアミノフェノキシ)-プロパン、セサモール、1-アミノ-2-メトキシ
-4,5-メチレン-ジオキシベンゼン、α-ナフトール、6-ヒドロキシインドール、4-ヒドロ
キシインドール、4-ヒドロキシ-N-メチルインドール、6-ヒドロキシ-インドリン、2,6-ジ
ヒドロキシ-4-メチルピリジン、1-H-3-メチルピラゾール-5-オン、1-フェニル-3-メチル
ピラゾール-5-オン、2-アミノ-3-ヒドロキシピリジン、3,6-ジメチル-ピラゾロ[3,2-c]-1
,2,4-トリアゾール、2,6-ジメチルピラゾロ[1,5-b]-1,2,4-トリアゾール、及びそれらの
酸付加塩から選ばれる。
【０１２８】
　一般的に、酸化ベース及びカップラーの酸付加塩は、塩酸塩、臭化水素酸塩、硫酸塩、
酒石酸塩、乳酸塩及び酢酸塩から特に選ばれる。
【０１２９】
　本発明の化粧用組成物は、1種又は複数の酸化染料を、組成物の全重量に対して、0.000
1から20重量%、好ましくは0.0005から15重量%、より好ましくは0.005から10重量%の量で
含んでもよい。
【０１３０】
　ケラチン繊維に塗布される化粧用組成物のpHは、一般に、例えば、4から12まででよい
。アルカリ剤と混合される場合、pHは、6から12まで、好ましくは7から11の範囲とするこ
とができ、従来技術においてよく知られている少なくとも1種の酸性化剤を使用して所望
の値まで調整してもよい。
【０１３１】
　本発明の化粧用組成物は、毛髪等のケラチン繊維のカラーリング又は脱色において、ケ
ラチン繊維を組成物で直接処理することによって使用することができる。脱色又はカラー
リングは、それぞれ、約1から60分までの曝露時間の後、繊維をすすぎ、任意選択により
シャンプーで洗浄し、再びすすぎ、次いで乾燥するか、又は、本発明の化粧用組成物及び
少なくとも1種のアルカリ剤を含む他の別個の化粧用組成物を、ケラチン繊維への塗布の
直前に混合することによって即席で調製される化粧用組成物を、濡れた又は乾いたケラチ
ン繊維に塗布する工程;
約1から60分までの、好ましくは約5から45分までの範囲の曝露時間の間、化粧用組成物を
放置して作用させる工程;
繊維をすすぐ工程;及び
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任意選択により、それをシャンプーで洗浄する工程、それを再びすすぐ工程、及び次いで
それを乾燥させる工程
を含むプロセスによって実施される。
【０１３２】
　本発明の化粧用組成物は、毛髪等のケラチン繊維のパーマにおいて、例えば、
チオグリコール酸等の還元剤を含む化粧用組成物を、濡れた又は乾いたケラチン繊維に塗
布する工程;約5から40分までの曝露時間の後、ケラチン繊維をすすぐ工程、次いで、本発
明の化粧用組成物を塗布する工程
を含むプロセスによって使用することができる。約1から20分の曝露時間の後、繊維をす
すぎ、任意選択によりシャンプーで洗浄し、再びすすぎ、次いで乾燥する。
【０１３３】
　化粧用組成物の塗布は、室温で実現しても、又は40から220℃までの範囲の、好ましく
は40から80℃までの範囲の温度を発生させることができる加熱装置を使用して実現しても
よい。
【実施例】
【０１３４】
　本発明を、実施例によってより詳細に記述するが、これは本発明の範囲を限定すると解
釈されるべきではない。
【０１３５】
(実施例1～14及び比較例1～6)
　Table1～4(表1～4)に示す実施例1～14及び比較例1～6による以下の組成物を、Table1～
4(表1～4)に示す成分を混合することによって調製した。表において示す成分の量につい
ての数値はすべて、活性材料の「重量%」に基づく。
【０１３６】
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【表１】

【０１３７】
　[脱色効率評価]
　実施例1及び2と比較例1～7の各配合物を、Table2(表2)に示す組成を有するクリームと1
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.5:1の重量比で混合した。1.0gの得られた混合物を、1.0gの天然の日本人黒色毛髪の房に
30分間27℃で塗布した。
【０１３８】
　毛髪の房を温水で洗浄し、次いで1回シャンプーした。乾燥した後、ΔE(L*a*b*系の下
でのもとの毛髪の色と脱色した毛髪の色との間の)を、比色計(Konica-Minolta:CM-508d)
を使用して決定した。色強度について、3つの実験を繰り返し、結果をこれら3つのデータ
の平均として計算した。
【０１３９】
【表２】

【０１４０】
　脱色効率もまた、以下の基準に従って決定した。
　ΔE
5未満:　　　　　低
5から6の間:　　中間
6を超える:　　　高
【０１４１】
　評価の結果を、Table3(表3)に示す。Table3(表3)に示されているように、実施例1及び2
で処理した毛髪の房は、比較例1～7よりも高い脱色効率を示した。これらの結果は、実施
例1及び2が、毛髪により良好な脱色作用をもたらすことができることを示す。
【０１４２】
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【表３】
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